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動
産
・
債
権
譲
渡
に
係
る
公
示
制
度
の
整
備
に
関
す
る
要
綱

平
成
十
六
年
九
月
八
日

法
制
審
議
会
総
会
決
定

第
一

動
産
譲
渡
に
係
る
登
記
制
度
の
創
設

一

登
記
の
対
象

法
人
が
譲
渡
人
で
あ
る
動
産
譲
渡
を
登
記
の
対
象
と
す
る
も
の
と
し
、
登
記
の
対
象
と
な
る
動
産
譲
渡
に
係
る

動
産
は
個
別
動
産
で
あ
る
か
集
合
動
産
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

二

登
記
の
効
力

法
人
が
譲
渡
人
で
あ
る
動
産
譲
渡
は
、
民
法
第
百
七
十
八
条
の
特
例
と
し
て
、
登
記
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三

動
産
譲
渡
登
記
の
存
続
期
間

動
産
譲
渡
登
記
の
存
続
期
間
は
、
十
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
十
年
を
超
え
て

存
続
期
間
を
定
め
る
べ
き
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
。
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四

登
記
事
項
の
開
示

１

登
記
事
項
の
開
示
の
対
象
者

登
記
事
項
の
概
要
は
何
人
に
対
し
て
も
開
示
す
る
も
の
と
し
、
す
べ
て
の
登
記
事
項
は
当
該
動
産
譲
渡
の
当

事
者
、
当
該
動
産
譲
渡
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
又
は
譲
渡
人
の
使
用
人
に
対
し
て
の
み
開
示
す
る
も
の
と
す

る
。

２

動
産
譲
渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
の
創
設

動
産
譲
渡
登
記
が
さ
れ
る
ご
と
に
登
記
事
項
の
概
要
を
譲
渡
人
の
法
人
登
記
簿
に
記
録
す
る
制
度
（
債
権
譲

渡
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
債
権
譲
渡
特
例
法
」
と
い
う

）
第
九
条

。

参
照
）
を
設
け
る
こ
と
と
は
せ
ず
、
譲
渡
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
登
記
所
に
譲
渡
人
ご
と

に
編
成
す
る
動
産
譲
渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
（
仮
称
）
を
備
え
る
こ
と
と
し
、
何
人
も
当
該
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
動
産
譲
渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
（
仮
称
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
登
記
事
項
の
概
要
を
記

録
す
る
も
の
と
す
る
。

動
産
譲
渡
登
記
を
し
た
登
記
官
は
、
譲
渡
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
登
記
所
に
対
し
、

（一）
当
該
登
記
に
係
る
登
記
事
項
の
概
要
（
注
一
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

の
通
知
を
受
け
た
登
記
所
の
登
記
官
は
、
動
産
譲
渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
（
仮
称
）
に
当
該
登
記

（二）

（一）
に
係
る
登
記
事
項
の
概
要
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る

（
注
二
）

。

（
注
一
）

動
産
譲
渡
登
記
に
係
る
登
記
事
項
の
概
要
と
は
、
債
権
譲
渡
登
記
の
場
合
と
同
様
に
、
登
記
を
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し
た
旨
、
譲
受
人
の
表
示
、
登
記
番
号
及
び
登
記
年
月
日
と
す
る
も
の
と
す
る
（
債
権
譲
渡
特
例

法
第
九
条
第
二
項
、
債
権
譲
渡
登
記
規
則
第
十
六
条
第
一
項
参
照

。
）

（
注
二
）

法
務
省
令
に
お
い
て
、
譲
渡
人
に
つ
い
て
商
号
変
更
の
登
記
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
動
産
譲

渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
（
仮
称
）
に
そ
の
変
更
内
容
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
旨
の
規
定

を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

五

代
理
人
の
占
有
下
に
あ
る
動
産
の
譲
渡

代
理
人
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
動
産
に
つ
い
て
、
動
産
譲
渡
登
記
上
の
譲
受
人
が
代
理
人
に
対
し
て
当
該

動
産
の
引
渡
し
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
代
理
人
は
、
遅
滞
な
く
、
本
人
に
対
し
て
、
当
該
請
求
に
つ
い
て
異
議

が
あ
る
場
合
に
は
相
当
の
期
間
内
に
こ
れ
を
述
べ
る
べ
き
旨
を
催
告
し
、
そ
の
期
間
内
に
本
人
が
異
議
を
述
べ
な

か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
譲
受
人
に
当
該
動
産
を
引
き
渡
し
て
も
、
本
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い

も
の
と
す
る
。

六

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二

債
権
譲
渡
に
係
る
登
記
制
度
の
見
直
し

一

債
務
者
不
特
定
の
将
来
債
権
譲
渡
の
公
示
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債
権
譲
渡
特
例
法
に
よ
る
債
権
譲
渡
登
記
制
度
を
見
直
し
、
債
務
者
が
特
定
し
て
い
な
い
将
来
債
権
の
譲
渡
に

つ
い
て
、
債
権
譲
渡
登
記
に
よ
っ
て
第
三
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の

と
す
る
。

二

譲
渡
に
係
る
債
権
の
総
額

将
来
債
権
を
譲
渡
す
る
場
合
（
既
発
生
の
債
権
と
併
せ
て
譲
渡
す
る
場
合
を
含
む

）
に
は
、
譲
渡
に
係
る
債

。

権
の
総
額
を
登
記
事
項
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。
な
お
、
既
発
生
の
債
権
の
み
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
現
行
法

の
規
定
の
と
お
り
、
譲
渡
に
係
る
債
権
の
総
額
を
必
要
的
登
記
事
項
と
す
る
も
の
と
す
る
（
債
権
譲
渡
特
例
法
第

五
条
第
一
項
第
五
号
参
照

。
）

三

債
務
者
不
特
定
の
将
来
債
権
の
譲
渡
に
係
る
債
権
譲
渡
登
記
の
存
続
期
間

債
務
者
不
特
定
の
将
来
債
権
を
譲
渡
す
る
場
合
（
債
務
者
の
特
定
し
て
い
る
債
権
と
併
せ
て
譲
渡
す
る
場
合
を

含
む

）
に
は
、
債
権
譲
渡
登
記
の
存
続
期
間
は
、
十
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

。

十
年
を
超
え
て
存
続
期
間
を
定
め
る
べ
き
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
。

四

登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
請
求
権
者

す
べ
て
の
登
記
事
項
を
証
明
す
る
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
請
求
権
者
に
、
譲
渡
人
の
使
用
人
を
加
え
る
も
の

と
す
る
（
債
権
譲
渡
特
例
法
第
八
条
第
二
項
参
照

。
）
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五

債
権
譲
渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
の
創
設

債
権
譲
渡
登
記
が
さ
れ
る
ご
と
に
登
記
事
項
の
概
要
を
譲
渡
人
の
法
人
登
記
簿
に
記
録
す
る
制
度
（
債
権
譲
渡

特
例
法
第
九
条
）
を
廃
止
し
、
譲
渡
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
登
記
所
に
譲
渡
人
ご
と
に
編
成

す
る
債
権
譲
渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
（
仮
称
）
を
備
え
る
こ
と
と
し
、
何
人
も
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
債
権
譲
渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
（
仮
称
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
登
記
事
項
の
概
要
を
記
録

す
る
も
の
と
す
る
。

１

債
権
譲
渡
登
記
を
し
た
登
記
官
は
、
譲
渡
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
登
記
所
に
対
し
、
当

該
登
記
に
係
る
登
記
事
項
の
概
要
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２

１
の
通
知
を
受
け
た
登
記
所
の
登
記
官
は
、
債
権
譲
渡
登
記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
（
仮
称
）
に
当
該
登
記
に

係
る
登
記
事
項
の
概
要
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る

（
注
）

。

（
注
）

法
務
省
令
に
お
い
て
、
譲
渡
人
に
つ
い
て
商
号
変
更
の
登
記
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
債
権
譲
渡
登

記
事
項
概
要
フ
ァ
イ
ル
（
仮
称
）
に
そ
の
変
更
内
容
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
旨
の
規
定
を
設
け
る

も
の
と
す
る
。

六

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。
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附
帯
要
望
事
項

企
業
の
倒
産
時
に
お
け
る
労
働
債
権
の
法
律
上
の
保
護
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
本
要
綱
案
に
基
づ
い
て
立
案
さ
れ

る
法
律
の
施
行
後
に
お
け
る
動
産
・
債
権
の
譲
渡
の
公
示
制
度
の
利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
な
お
検
討
す
る
こ
と
を
要

望
す
る
。


